
提

出

者

中

根

康

浩

平
成
十
六
年
四
月
二
日
提
出

質

問

第

六

四

号

障
害
者
雇
用
と
公
務
員
の
健
康
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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障
害
者
雇
用
と
公
務
員
の
健
康
に
関
す
る
質
問
主
意
書

す
べ
て
の
人
が
安
心
し
て
個
性
や
能
力
を
生
か
し
、
社
会
参
加
と
自
立
が
可
能
な
福
祉
の
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進

は
行
政
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
施
策
で
あ
る
。
福
祉
、
健
康
行
政
を
先
導
す
る
厚
生
労
働
省
お
よ
び
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は

率
先
し
て
健
康
増
進
行
政
や
障
害
者
雇
用
を
支
援
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

障
害
者
雇
用
の
実
態
と
今
後
の
目
標
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
、
社
会
保
険
庁
お
よ
び
社
団
法
人

全
国
社
会
保
険
協
会
連
合
会
、
社
団
法
人

全
国
国
民
年
金
福
祉
協
会

連
合
会
、
財
団
法
人

厚
生
年
金
事
業
振
興
団
、
財
団
法
人

社
会
保
険
健
康
事
業
財
団
、
社
団
法
人

日
本
国
民
年
金
協

会
、
財
団
法
人

社
会
保
険
協
会
、
財
団
法
人

年
金
保
養
協
会
が
建
設
及
び
運
営
す
る
施
設
の
過
去
五
ヵ
年
間
の
障
害
者

雇
用
数
と
そ
の
割
合
お
よ
び
障
害
種
別
な
ら
び
に
過
去
の
実
績
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
今
後
の
数
値
的
目
標
を
答
弁
さ
れ
た

い
。

二

厚
生
労
働
省
な
ら
び
に
社
会
保
険
庁
職
員
の
健
康
に
つ
い
て

（
�
）

厚
生
労
働
省
な
ら
び
に
社
会
保
険
庁
の
職
員
の
う
ち
、
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
精
神
、
神
経
疾
患
や
精
神
障
害

一



に
よ
り
休
職
お
よ
び
退
職
し
た
人
数
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

厚
生
労
働
省
な
ら
び
に
社
会
保
険
庁
職
員
の
う
ち
、
過
去
五
ヵ
年
間
に
お
い
て
自
殺
し
た
人
数
お
よ
び
そ
の
原
因

と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
あ
わ
せ
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


